
金沢市中央公民館の使用料の減免に関する要綱の一部改正（案）について 

 
 
１ 趣 旨 

本市では、平成 19 年に中央公民館本多町館と長町研修館を統合し、長町に「中央公民館

長町館」を設置して以来、市民の利用促進を図るとともに、生涯学習活動を継続して推進

しております。 

当館を設置して５年を迎えるに当たり、更なる施設利用の活性化を図ため、金沢市中央

公民館の使用料の減免に関する要綱の一部改正を行うものです。 

 

 

２ 改正内容 

 (1) 石川行政評価事務所を減免に係る団体として追加します。 

 (2) 公益法人化した２団体の名称を改めます。 

 
 
３ 新旧対照表 

改正案 現行 

（別表 第３条） 
 

社会教育団体等 
 
社会教育団体 
 

（略） 
 

公益社団法人 金沢ボランティア大学校

及び同窓会 
公益財団法人 金沢国際交流財団 
上記の各団体を構成する団体を含む 

 
その他関係団体 
 金沢市町会連合会 
 金沢市老人連合会 
 金沢大学法学部民法研究会 
 あすなろ学級 
 金沢手をつなぐ親の会 
 石川行政評価事務所 

 上記の各団体を構成する団体を含む 

（別表 第３条） 
 

社会教育団体等 
 
社会教育団体 
 
（略） 
 
（社）金沢ボランティア大学校及び同窓

会 
（財）金沢国際交流財団 

 上記の各団体を構成する団体を含む 
 
その他関係団体 
 金沢市町会連合会 
 金沢市老人連合会 
 金沢大学法学部民法研究会 
 あすなろ学級 
 金沢手をつなぐ親の会 
 
 上記の各団体を構成する団体を含む 

 


